
：実施 ：縮小して継続 ：終了

（※1)医療機関間での調整が困難だった場合は、保健所へ相談可能。詳細は、「病院間での入院
調整について」のページをご覧ください。
（※2)詳細は、「2．集団感染発生時の報告について」をご覧ください。
（※3)発生状況等を確認し、必要性があると保健所が判断した場合は、必要な範囲での実施。希
望される場合は、新型コロナウイルス感染症(096-364-3311)にご連絡ください。

5類移行前（～R5.5.7） 5類移行後（R5.5.8～）

発生届
４類型（65歳以上，要入院，重症化
リスクがあり要治療薬，妊婦）は届出 定点調査へ移行

疫学調査
聞き取り調査

転院等が必要な場合のみ実施

疫学調査
濃厚接触者の特定

保健所での
入院調整

原則、医療機関間で調整(※1)

集団感染発生
時の対応 クラスター発生時保健所に

報告し、週一回件数のみ発表
他感染症と同様

の対応へ移行(※2)

検査の公費負担

スクリーニング検査
医療機関から希望があり保健所にて
必要性があると判断した場合(※3)

医療機関から希望があり保健所にて
必要性があると判断した場合(※3)

症状報告
陽性の入院患者がいる場合

陽性者数の日次報告
ハーシスにて報告

し

https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=5&id=48395
https://www.city.kumamoto.jp/corona/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=5&id=48224#danraku2

